
令和６年度報酬改定に伴
う回数払い制度の変更点

について
令和６年４月１日以降サービス利用分から適用

秋田市福祉保健部長寿福祉課



１回当たりの報酬単価（回数払い）での請求を原則とします。【変更なし】

月額包括報酬の算定項目に示す利用回数をケアプランに位置づけ、実際にそ
の回数を利用した場合は月額包括報酬で請求して差し支えありません。【変
更なし】

従前相当サービスとＡ型サービス（令和４年１月時点では訪問Ａのみ）を組
み合わせて利用することが可能です。【訪問型変更あり→スライド３へ】

利用と請求方法について

【留意点】
月額包括報酬の単価を上限とします。
回数単位数×利用回数≦月額包括報酬【訪問型変更あり→スライド３へ】
従前相当サービスとA型サービスを組み合わせる場合、従前相当サービスの
１月の利用回数は、以下の回数以内としてください。【訪問型変更あり→ス
ライド３へ】
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訪問型サービスの種類が、週あた
りの利用回数に応じた単位から、
ロ(1)から(3)の３種類になりまし
た。

ロ（１回あたり単価）を使用する
場合は、イ(3)3,727単位を上限と
します。

従前相当サービスと訪問型サービ
スＡを組み合わせる場合について
も、イ(3)3,727単位を上限としま
す。

訪問型サービス（従前相当）

3



■ ロ（１）については１月につき４
回、ロ（２）については１月に８
回を限度とします。利用回数が５
回又は９回以上となる場合はイで
請求してください。

■ 要支援２のかたが週１回程度の利
用をする場合の１回あたり単価
（２パターン目のコード）を廃止
します。

通所型サービス（従前相当）
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廃止


